
家具転倒防止対策器具の地震火災対策としての取組等について（ご報告） 

１ 趣旨 

 ５月区連会でご説明させていただきました家具転倒防止対策器具補助制度に

おける地震火災対策としての取組等について改めてご説明させていただきます。 

２ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

３ 地震火災に対する本市の取組について 

 令和６年１月に発生した能登半島地震の教訓を踏まえ、横浜市では地震防災

戦略を改定し、市民の皆様の命と暮らしを守る取組を進めています。 能登半島

地震での出火原因は、電気に起因した火災が発生した可能性が考えられていま

す。また、古くからの木造住宅が密集した地域では延焼火災の危険性が高い状況

にあります。 

本市では、発災時の安全確保や、自宅での避難生活を可能とするため、「自助

の取組」を支援するなど、防災・減災対策の強化に取り組んでいます。 

４ 家具転倒防止対策器具の地震火災対策としての効果について 

家具転倒防止対策の支援については、家具の転倒による負傷防止にとどまら

ず、転倒した家具が電気ストーブなどに接触したり、電源コードを圧迫したりす

ることによる出火、さらには避難経路の遮断による逃げ遅れといった地震火災

のリスク低減という側面を有しています。 

■火災の原因 ■避難の妨げ
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【参考】重点対策地域について 

重点対策地域とは、地震火災による延焼危険性が高く、建築物に著しい被害

が生じるおそれのある密集市街地について、「横浜市不燃化推進地域における

建築物の不燃化の推進に関する条例」に基づき、平成 27 年 2 月に指定された

「不燃化推進地域」のことです。当該地域では、建築物の不燃化を特に推進す

る必要があるため、新たに建物を建てる際には、原則として「準耐火建築物等」

以上とすることが義務付けられています。 

 

防災・危機管理統括本部地域防災課 
担当 海野、山羽 
電話 045-671-3456 /FAX 045-641-1677 
メ ール  bs-chiiki@city.yokohama.lg.jp 



電子申請で申し込み 5分で完了！
（郵送・FAX・E-mail でのお申し込みも可能です）

家具転倒防止器具
を選ぶ

横浜市 設置サポート

※予算に達し次第、早期に終了となります。
申請はお早めに！

器具を取り付けたい
家具を検討しよう

申請期間　
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補助
全額補助 一部補助

神奈川区、西区、中区、南区、磯子区の一部
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けがの原因に
近年発生した地震でけがをした原因
の30～50％は家具転倒によるもの
です。

なぜ家具転倒防止器具が必要？

１

２ ３火災の原因に
転倒・落下した家具などが電気ストーブなどの熱源
に接触し、着火するなど火災の原因となることがあり
ます。

避難が遅れる原因に
出入口付近に転倒、移動しやすい家具類を置くと、
避難経路を塞ぎ、避難の妨げになることがあります。

1 2

家具転倒防止対策に関する動画もチェックしましょう！
（提供：防災科学技術研究所 E‒ディフェンス）

家具類の転倒・落下・移動による被害

近年発生した地震における家具類の転倒・落下・移動が原因のけが人の割合
出典：東京消防庁『家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック』より
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取付代行取付代行

重点対策地域の世帯の方は
家具転倒防止器具の器具代を
全額補助します

重点対策地域以外の世帯の
方は家具転倒防止器具の
器具代を一部補助します

申請要件

対象商品

取付代行件数

申請要件

申請者負担額

補助個数

申請要件

対象商品

申請者負担額

補助個数

家具転倒防止器具（3～4ページの器具）
右図の重点対策地域にお住まいの世帯の方
横浜市が器具代金をすべて負担します。
器具 1 組

家具転倒防止器具（3～4ページの器具）
横浜市内にお住まいの世帯の方
3～4ページにてご確認ください。
※横浜市が、器具代金の一部を補助した後の金額となります。

器具 1 組　　　　

青 色

重点対策地域とは？

横浜市では、特に建物が密集しており延焼火災の危険性が高い
地域を『重点対策地域』として定め、地震火災対策を重点的に行っ
ています。

横浜市の制度

重点対策地域一覧

対象地域

●神奈川区
旭ケ丘
浦島丘
神大寺１丁目
神大寺４丁目
栗田谷
斎藤分町
白幡上町
白幡仲町
白幡西町
白幡東町
白幡南町
白幡向町
中丸
西大口
西神奈川３丁目
二本榎
白楽
平川町
広台太田町
松本町１丁目
松本町２丁目
松本町３丁目
松本町４丁目
三ツ沢上町
三ツ沢下町
三ツ沢中町
六角橋２丁目
六角橋３丁目
六角橋４丁目
六角橋５丁目
六角橋６丁目

●西区
赤門町２丁目
伊勢町１丁目
伊勢町２丁目
伊勢町３丁目
老松町
霞ケ丘
久保町
境之谷
中央１丁目
中央２丁目
西戸部町１丁目
西戸部町２丁目
西戸部町３丁目
西前町２丁目
西前町３丁目
浜松町
東久保町
藤棚町１丁目
藤棚町２丁目
元久保町
●中区

赤門町１丁目
上野町１丁目
上野町２丁目
上野町３丁目
大芝台
大平町
柏葉
北方町１丁目
北方町２丁目
鷺山
竹之丸
立野

※「 中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については
　イ～オに該当しない限りこの制度の対象となりません。

300件（先着順）

ご自宅に家具転倒防止器具がついていない場合、この機
会にぜひ設置をご検討ください。横浜市が器具代金や取
付けをサポートします。

同居者全員が、下記のア～カのいずれかであること
ア.  65 歳以上
イ． 身体障害者手帳の交付を受けている
ウ． 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている
エ． 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
オ． 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
カ． 中学生以下

水 色

大岡３丁目
庚台
唐沢
山谷
清水ケ丘
中村町１丁目
中村町２丁目
中村町３丁目
西中町４丁目
八幡町
伏見町
平楽
南太田１丁目
三春台
若宮町１丁目
若宮町２丁目
若宮町３丁目
若宮町４丁目
●磯子区

磯子８丁目
岡村１丁目
岡村２丁目
岡村３丁目
岡村４丁目
岡村５丁目
岡村６丁目
滝頭１丁目
滝頭２丁目
滝頭３丁目
中浜町
久木町
広地町
丸山２丁目

千代崎町１丁目
千代崎町２丁目
千代崎町３丁目
千代崎町４丁目
寺久保
西竹之丸
西之谷町
初音町１丁目
初音町２丁目
初音町３丁目
英町
本郷町１丁目
本郷町２丁目
本郷町３丁目
本牧荒井
本牧町１丁目
本牧町２丁目
本牧満坂
本牧緑ケ丘
簑沢
麦田町２丁目
麦田町３丁目
麦田町４丁目
矢口台
山手町
大和町１丁目
大和町２丁目
山元町１丁目
山元町２丁目
山元町３丁目
山元町４丁目
●南区

大岡１丁目
大岡２丁目

全額補助
重点対策地域

一部補助
横浜市全域が
対象地域

下記の要件を満たす世帯の方のみです。
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